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保健所における精神保健福祉業務の現状と課題
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目的 保健所における「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」（以下，運営要領）

の運用実態を把握し，運営要領の改訂に向けた基礎資料とすることを目的とした。

方法 全国の保健所495か所を対象に，平成24年に郵送による質問紙調査を実施した。保健所を県

型，中核市型，指定都市型の 3 群に分類し，独自に作成した項目の単純集計，または平均値を

もとに分析した。

結果 回収数は308か所（62.2）であった。保健所の型別の回収数は，県型239か所（63.9），

中核市型48か所（67.6），指定都市型21か所（42.0）であった。

精神保健福祉法と障害者自立支援法の担当課が別であったのは，県型99か所（41.4），中

核市型32か所（66.7），指定都市型 8 か所（38.1）であった。担当業務の概ね 4 分の 3 以

上が精神保健福祉業務である職員数は，県型においてより少ない傾向がみられた。組織育成の

ための助言指導は，精神障害者家族会に対する割合が最も高く，県型205か所（85.7），中核

市型42か所（87.6），指定都市型14か所（66.7）であった。精神保健のグループワークは，

中核市型において半数以上の27か所（56.3）で実施されていたが，県型では75か所（31.4），

指定都市型で 8 か所（38.1）であった。県型保健所における市町村への協力および連携の内

容では，精神保健福祉相談・訪問指導（83.5）が最も高く，次いで精神保健福祉の課題や業

務の方向性の検討（44.6），事例検討会（42.0）であった。また，主たる領域・対象では，

対応困難事例（84.8）が最も高く，次いで社会復帰・地域移行（59.5），自殺対策（44.2）

であった。

結論 障害者自立支援法，自殺対策基本法の成立など，近年の法制度の整備とともに，保健所の精

神保健福祉業務の実施体制と業務内容に変化が起こっている可能性が示唆された。運営要領改

訂に当たっては，この点を考慮する必要があると考えられた。
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 は じ め に

保健所における精神保健福祉業務の歴史的な背景

をみると，1965年の精神衛生法改正に伴い翌年通知

された「保健所における精神衛生業務運営要領｣1)

（以下，旧運営要領）において，保健所は地域にお

ける精神衛生行政の第一線機関とされ，精神衛生相

談や訪問指導等が規定され，その後，保健所デイケ

ア，精神障害者家族会の育成，地域作業所づくり，

当事者活動の育成等に取り組んできた。現在の保健

所における精神保健福祉業務は，1998年の精神保健

福祉法改正に伴い，精神障害者の福祉サービスの利

用に関する相談・助言の窓口を市町村にすることと

した「保健所及び市町村における精神保健福祉業務

運営要領｣2)（2000年厚生省大臣官房障害保健福祉

部長通知。2005年の障害者自立支援法に伴い最終改

正。以下，運営要領）に基づき行われている。それ

によると，保健所は地域精神保健福祉業務の中心的

な行政機関とされ，その業務は，企画調整，普

及啓発，研修，組織育成，相談，訪問指導，
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社会復帰及び自立と社会参加への支援，入院及

び通院医療関係事務，ケース記録の整理及び秘密

の保持等，市町村への協力及び連携に大別されて

いる。

旧運営要領から半世紀近く，運営要領から10年以

上経過したが，この間，1994年には地域保健法の施

行により，住民に身近で頻度の高いサービスの実施

主体は市町村に位置づけられた。さらに，1999年の

「地方分権一括法」により，地方分権の推進が明確

化され，「平成の大合併」により，2001年に3,226か
所あった市町村は，2009年には1,777か所まで減少

した4)。また，2005年の障害者自立支援法により，

障害の種別（身体障害，知的障害，精神障害）にか

かわらず，サービスの提供主体は市町村に一元化さ

れ，都道府県はこれを広域的な観点からバックアッ

プすることが求められるようになった3)。

その一方，近年では，自殺や発達障害を含む多様

なメンタルヘルスの問題への対応が期待され，保健

所の地域精神保健福祉業務にも変化が求められてい

る5)。こうした地域保健体制の変化とメンタルヘル

スの課題の多様化の中で，保健所は，地域保健対策

の広域的・専門的・技術的推進のための拠点とし

て，市町村を支援することが求められている。しか

しながら，住民の保健福祉に関する基本的なデータ

は市町村が保有するなど，県型保健所においては情

報拠点としての機能が難しくなるなどの問題も生じ

ている6)。また，都道府県の保健師数の減少などか

ら保健所の市町村に対する優位性にも課題が生じて

いる6)。さらに，現在の保健所の状況は，人員，圏

域の広さを含めて各地域で大きく異なり，設置形態

によっても期待される役割も異なるのが現状であ

る7)。

こうした背景をふまえ，本研究では全国の保健所

における運営要領の運用実態を把握し，運営要領の

改訂に向けた基礎資料とすることを本研究の目的と

した。

 方 法

. 調査対象

平成23年 4 月現在の全国の保健所495か所を対象

とした。

. 調査方法

本研究では，郵送による質問紙調査を行った。対

象となる全ての保健所に調査協力依頼状，調査票，

返送用封筒を送付し回答を求めた。調査期間は平成

24年 1 月13日から同年 2 月10日であった。

. 調査項目

1) 基本属性と職員数

精神保健福祉法と障害者自立支援法の担当課が同

じかどうかを尋ねた。職員数は，常勤職員数，精神

保健福祉業務を担当している常勤および非常勤職員

数，主たる業務が精神保健福祉の常勤および非常勤

職員数（担当業務の概ね 4 分の 3 以上である職員），

精神科嘱託医数（非常勤）を尋ねた。

2) 精神保健福祉業務

とくに注意がない場合平成23年度中の業務および

状況（実施見込みを含む）を尋ねた。

 管内の精神保健福祉の実態に係る資料

管内住民の精神健康に関する調査，精神科病院の

リスト，精神神経科診療所のリスト，自立支援医療

（精神通院医療）の利用者の実数，精神障害者保健

福祉手帳の所持者数，自立支援法の障害福祉サービ

スの施設リスト，自立支援法の障害福祉サービスに

ついての精神障害者の利用実数を保有しているかど

うかを尋ねた。

 普及啓発の取組

地域住民のこころの健康づくりに関する知識また

は精神障害に対する正しい知識の普及啓発の取組，

家族や障害者本人に対する教室を，「保健所として

主催しているものがある」，「他の機関等が実施する

ものに協力しているものがある（保健所職員が企画

実施に参画していることが要件）」，「いずれもなし」

から複数回答可で回答求めた。

 研修事業

市区町村職員を対象とした研修，市区町村以外の

関係機関・施設・団体を対象にした研修について普

及啓発の取組と同様の回答を求めた。

 当該地域における組織育成のための助言指導

の機会

精神障害者の当事者団体，精神障害者家族会，ア

ルコール・薬物依存の自助グループ，精神障害者の

就労支援のための職親会，精神保健ボランティア団

体に関して，「平均して週 1 回以上の機会がある」，

「平均して月 1 回以上の機会がある」，「年数回程

度」，「ない」から回答を求めた。

 精神保健福祉相談の実施状況

精神保健福祉相談の実施状況について，保健所職

員による面接相談，精神科嘱託医による面接相談に

関して「定期的に実施」，「随時実施」，「実施してい

ない」から回答を求めた。そして，定期的な専門相

談日，すなわちアルコール問題，思春期精神保健福

祉，ひきこもり，認知症，薬物乱用・依存，社会復

帰の専門相談日があるかどうかを尋ねた。
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 訪問指導の実施状況

訪問指導の実施状況について，保健所職員による

もの，精神科嘱託医によるもの，その他の非常勤職

員によるものに関して，「担当職員一人当たり週 1
日もしくはそれ以上の訪問指導を行っている」，「左

記よりも少ない頻度で実施」，「ほとんど実施してい

ない」，「実施していない」から回答を求めた。

 社会復帰および自立と社会参加への支援の実

施状況

精神保健のグループワークについて「週 1 回以上

実施」，「左記よりも少ない頻度で実施」，「実施して

いない」から回答を求めた。また自立支援法関連施

設・サービスへの指導監督，精神障害者保健福祉手

帳の申請方法の周知のための取組，精神障害者保健

福祉手帳に基づく福祉サービス拡充のための取組の

有無を尋ねた。

 平成23年 4 月 1 日から 9 月30日までの 6 か月

間における入院および通院医療関係事務

精神保健福祉法第34条の実績について，措置入院

のための移送，医療保護入院および応急入院のため

の移送に関して，事前調査の件数と移送への立会件

数の記入を求めた。さらに，都道府県知事，政令指

定都市市長が行う精神保健福祉法に基づく実地指

導，実地審査に関して「実施している」，「参画して

いる」，「関与していない」から回答を求めた。

 市町村への協力および連携

連絡調整のあった市町村ごとに，主たる内容，主

たる領域・対象を尋ねた。主たる内容は，精神保健

福祉の課題や業務の方向性の検討，市町村障害福祉

計画の策定，自立支援協議会，精神保健福祉相談・

訪問指導，組織育成，職員の研修，普及啓発，事例

検討会，教育委員会への支援，福祉事務所・福祉課

への支援，その他の中から 3 つまで回答を求めた。

主たる領域・対象は，社会復帰・地域移行，自殺，

災害・被害者支援，心神喪失者等医療観察法，認知

症，アルコール関連問題，薬物依存，発達障害，対

応困難事例，その他の中から 3 つまで回答を求めた。

なお，運営要領にある，企画調整，ケース記録の

整理および秘密の保持等については，調査項目の設

定が困難であることや，回答のあった場合も，他の

調査項目への回答と重複する可能性があることか

ら，調査項目を設定しなかった。

. 解析方法

調査の解析にあたっては，保健所の設置主体別

と，都道府県と同等の精神保健福祉業務を担うかど

うかを踏まえて，保健所を県型（支所型と都下保健

所を含む），中核市型（中核市，保健所政令市，特

別区），指定都市型の 3 群に分類し，各項目の割合

または平均値を算出した。

なお，データクリーニングの段階で，職員数，入

院および通院医療関係事務の各件数については，件

数が「0」の場合に無記入で回答する事例が目立っ

た。このため，回答の届くたびに該当の保健所に

「0」であることの確認を行ったが，その後も同様の

事例が続いたため，件数が「0」を無記入としてい

ると思われる事例は，無記入のか所を「0」と扱う

こととした。その他の無回答についても同様の扱い

とした。

解析には SPSS Version 16.0J for Windows （SPSS
Inc, Chicago, IL） を用いた。

. 倫理的配慮

本研究の実施にあたっては，調査の協力依頼状に

調査の目的等を記載した。また，調査責任者の連絡

先を記載し，調査に関する質問に対応できるように

した。本研究では，調査票への回答と返送をもっ

て，対象が調査に同意したものとした。

 結 果

. 保健所の回答状況

308か所の保健所から回答が得られた（有効回答

率62.2）。各地の保健所数に対する回答割合は，

北海道17か所（56.7），東北34か所（68.0），関

東甲信越静84か所（56.4），東海北陸41か所

（64.1），近畿34か所（53.1），中国四国41か所

（71.9），九州沖縄57か所（70.4）であった。型

別 の 回 答 数 と 有 効 回 答 率 は ， 県 型 239 か 所

（63.9），中核市型48か所（67.6），指定都市型

21か所（42.0）であった。

. 保健所の基本属性と職員数

精神保健福祉法と障害者自立支援法の担当課が別

であったのは，県型99か所（41.4），中核市型32
か所（66.7），指定都市型 8 か所（38.1）であ

った。精神保健福祉業務を担当している職員数の割

合，業務の概ね 4 分の 3 以上が精神保健福祉業務で

ある常勤職員数の割合を表 1 に，非常勤職員数を表

2 に示す。表中の度数は，各職種において精神保健

福祉業務を担当している人数を有する保健所数であ

り，表中のは各保健所型内における度数の割合で

ある。県型は，中核市型，指定都市型に比べて，よ

り少ない人員配置となっている傾向がみられた。精

神科嘱託医数の平均は県型2.42（SD＝2.85），中核

市型4.02（SD＝7.66），指定都市型3.62（SD＝7.33）
であった。

. 精神保健福祉業務

1) 保健所の所有する管内資料

管内資料を保有している保健所の割合を表 3 に示
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表 精神保健福祉業務を担当している常勤職員数

人数
県 型 中核市型 指定都市型 計

度数  度数  度数  度数 

医師【常勤】 0 202 84.5 41 85.4 17 81.0 260 84.4
1 32 13.4 6 12.5 2 9.5 40 13.0
2 3 1.3 0 0.0 2 9.5 5 1.6
3 2 0.8 1 2.1 0 0.0 3 1.0

医師【常勤 主業務】 0 237 99.2 47 97.9 21 100.0 305 99.0
1 2 0.8 1 2.1 0 0.0 3 1.0

保健師・看護師【常勤】 0 15 6.3 4 8.3 4 19.0 23 7.5
1 42 17.6 4 8.3 2 9.5 48 15.6
2 53 22.2 1 2.1 3 14.3 57 18.5
3 44 18.4 3 6.3 4 19.0 51 16.6
4 33 13.8 6 12.5 0 0.0 39 12.7
5＋ 52 21.8 30 62.5 8 38.1 90 29.2

保健師・看護師【常勤 主業務】 0 70 29.3 13 27.1 7 33.3 90 29.2
1 71 29.7 5 10.4 2 9.5 78 25.3
2 49 20.5 2 4.2 3 14.3 54 17.5
3 22 9.2 5 10.4 4 19.0 31 10.1
4 13 5.4 5 10.4 0 0.0 18 5.8
5＋ 14 5.9 18 37.5 5 23.8 37 12.0

精神保健福祉士【常勤】 0 181 75.7 32 66.7 10 47.6 223 72.4
1 31 13.0 6 12.5 1 4.8 38 12.3
2 17 7.1 2 4.2 6 28.6 25 8.1
3＋ 10 4.2 8 16.7 4 19.0 22 7.1

精神保健福祉士【常勤 主業務】 0 192 80.3 34 70.8 10 47.6 236 76.6
1 26 10.9 6 12.5 1 4.8 33 10.7
2 12 5.0 2 4.2 6 28.6 20 6.5
3＋ 9 3.8 6 12.5 4 19.0 19 6.2

臨床心理技術者【常勤】 0 234 97.9 46 95.8 21 100.0 301 97.7
1 5 2.1 0 0.0 0 0.0 5 1.6
2 0 0.0 1 2.1 0 0.0 1 0.3
3 0 0.0 1 2.1 0 0.0 1 0.3

臨床心理技術者【常勤 主業務】 0 235 98.3 46 95.8 21 100.0 302 98.1
1 4 1.7 0 0.0 0 0.0 4 1.3
2 0 0.0 1 2.1 0 0.0 1 0.3
3 0 0.0 1 2.1 0 0.0 1 0.3

事務職【常勤】 0 107 44.8 16 33.3 10 47.6 133 43.2
1 72 30.1 9 18.8 3 14.3 84 27.3
2 38 15.9 7 14.6 3 14.3 48 15.6
3＋ 22 9.2 16 33.3 5 23.8 43 14.0

事務職【常勤 主業務】 0 164 68.6 26 54.2 12 57.1 202 65.6
1 55 23.0 7 14.6 3 14.3 65 21.1
2 15 6.3 4 8.3 2 9.5 21 6.8
3＋ 5 2.1 11 22.9 4 19.0 20 6.5

上記以外【常勤】 0 199 83.3 38 79.2 17 81.0 254 82.5
1 22 9.2 3 6.3 2 9.5 27 8.8
2 9 3.8 4 8.3 1 4.8 14 4.5
3＋ 9 3.8 3 6.3 1 4.8 13 4.2

上記以外【常勤 主業務】 0 217 90.8 43 89.6 18 85.7 278 90.3
1 14 5.9 1 2.1 2 9.5 17 5.5
2 6 2.5 3 6.3 1 4.8 10 3.2
3＋ 2 0.8 1 2.1 0 0.0 3 1.0

注） 主業務とは，主たる業務が精神保健福祉（担当業務の概ね 4 分の 3 以上）であることを指す。
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表 精神保健福祉業務を担当している非常勤職員数

人数
県 型 中核市型 指定都市型 計

度数  度数  度数  度数 

医師【非常勤】 0 209 87.4 42 87.5 19 90.5 270 87.7
1 9 3.8 2 4.2 1 4.8 12 3.9
2 10 4.2 0 0.0 0 0.0 10 3.2
3＋ 11 4.6 4 8.3 1 4.8 16 5.2

医師【非常勤 主業務】 0 216 90.4 44 91.7 19 90.5 279 90.6
1 9 3.8 1 2.1 1 4.8 11 3.6
2 6 2.5 0 0.0 0 0.0 6 1.9
3＋ 8 3.3 3 6.3 1 4.8 12 3.9

保健師・看護師【非常勤】 0 225 94.1 33 68.8 20 95.2 278 90.3
1 12 5.0 9 18.8 0 0.0 21 6.8
2 2 0.8 1 2.1 1 4.8 4 1.3
3＋ 0 0.0 5 10.4 0 0.0 5 1.6

保健師・看護師【非常勤 主業務】 0 232 97.1 38 79.2 20 95.2 290 94.2
1 7 2.9 8 16.7 0 0.0 15 4.9
2 0 0.0 1 2.1 1 4.8 2 0.6
3＋ 0 0.0 1 2.1 0 0.0 1 0.3

精神保健福祉士【非常勤】 0 234 97.9 36 75.0 14 66.7 284 92.2
1 3 1.3 2 4.2 4 19.0 9 2.9
2 2 0.8 7 14.6 1 4.8 10 3.2
3＋ 0 0.0 3 6.3 2 9.5 5 1.6

精神保健福祉士【非常勤 主業務】 0 234 97.9 38 79.2 14 66.7 286 92.9
1 3 1.3 2 4.2 4 19.0 9 2.9
2 2 0.8 7 14.6 1 4.8 10 3.2
3 0 0.0 1 2.1 2 9.5 3 1.0

臨床心理技術者【非常勤】 0 231 96.7 43 89.6 21 100.0 295 95.8
1 7 2.9 2 4.2 0 0.0 9 2.9
2 0 0.0 2 4.2 0 0.0 2 0.6
3＋ 1 0.4 1 2.1 0 0.0 2 0.6

臨床心理技術者【非常勤 主業務】 0 233 97.5 44 91.7 21 100.0 298 96.8
1 5 2.1 2 4.2 0 0.0 7 2.3
2 0 0.0 2 4.2 0 0.0 2 0.6
3 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.3

事務職【非常勤】 0 217 90.8 40 83.3 20 95.2 277 89.9
1 18 7.5 4 8.3 1 4.8 23 7.5
2 2 0.8 1 2.1 0 0.0 3 1.0
3＋ 2 0.8 3 6.3 0 0.0 5 1.6

事務職【非常勤 主業務】 0 225 94.1 42 87.5 20 95.2 287 93.2
1 13 5.4 3 6.3 1 4.8 17 5.5
2 1 0.4 2 4.2 0 0.0 3 1.0
3＋ 0 0.0 1 2.1 0 0.0 1 0.3

上記以外【非常勤】 0 234 97.9 42 87.5 20 95.2 296 96.1
1 3 1.3 2 4.2 0 0.0 5 1.6
2 1 0.4 1 2.1 0 0.0 2 0.6
3＋ 1 0.4 3 6.3 1 4.8 5 1.6

上記以外【非常勤 主業務】 0 236 98.7 44 91.7 20 95.2 300 97.4
1 1 0.4 2 4.2 0 0.0 3 1.0
2 1 0.4 1 2.1 0 0.0 2 0.6
3＋ 1 0.4 1 2.1 1 4.8 3 1.0

注） 主業務とは，主たる業務が精神保健福祉（担当業務の概ね 4 分の 3 以上）であることを指す。
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表 精神保健福祉の状況に係る資料を保有してい

る保健所の割合

県型
N＝239

中核市型
N＝48

指定都市型
N＝21

管内住民の精神健康に関
する調査結果 56(23.4) 14(29.2) 6(28.6)

管内の精神科病院のリスト 234(97.9) 46(95.8) 20(95.2)

管内の精神神経科診療所
のリスト 232(97.1) 48( 100) 20(95.2)

管内の自立支援医療（精神
通院医療）の利用者の実数 204(85.4) 39(81.3) 17(81.0)

精神障害者保健福祉手帳
の所持者数 206(86.2) 39(81.3) 18(85.7)

管内の自立支援法の障害福
祉サービスの施設リスト 209(87.4) 40(83.3) 16(76.2)

管内の自立支援法の障害
福祉サービスについての
精神障害者の利用実数

28(11.7) 27(56.3) 14(66.7)

図 保健所における組織・団体への育成支援の機会の割合
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す。精神科病院のリスト，精神神経科診療所のリス

ト，自立支援医療（精神通院医療）の利用者の実数，

精神障害者保健福祉手帳の所持者数，自立支援法の

障害福祉サービスの施設リストについては，県型，

中核市型，指定都市型ともに概ね8090台であっ

た。一方で，管内住民の精神健康に関する調査につ

いては，いずれも20台であった。また，自立支援

法の障害福祉サービスについての精神障害者の利用

実数については，県型が28か所（11.7）でとくに

低かった。

2) 普及啓発の取組

地域住民のこころの健康づくりに関する知識また

は精神障害に対する正しい知識の普及啓発の取組で

は，保健所として主催しているものがある割合は，

県型186か所（77.8），中核市型47か所（97.9），

指定都市型13か所（61.9）であった。また，他機

関等の実施に協力している割合は，県型125か所

（52.3），中核市型18か所（37.5），指定都市型8
か所（38.1）であった。家族や障害者本人に対す

る教室に主催しているものがある割合は，県型143
か所（59.8），中核市型38か所（79.2），指定都

市型15か所（71.4）であった。また，他機関等に

協力（保健所職員が企画に参画）している割合は，

県型76か所（31.8），中核市型 9 か所（18.8），

指定都市型 4 か所（19.0）であった。

3) 研修事業

保健所として主催しているものがある割合は，県

型184か所（77.0），中核市型30か所（62.5），

指定都市型 3 か所（14.3）であった。また，他機

関等に協力している割合は，県型59か所（24.7），

中核市型 7 か所（ 14.6），指定都市型 4 か所

（19.0）であった。市区町村以外の関係機関・施

設・団体を対象にした研修を主催している割合は，

県型185か所（77.4），中核市型26か所（54.2），

指定都市型 7 か所（33.3）であった。また，他機

関等に協力（保健所職員が企画に参画）している割
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表 専門相談日がある保健所の割合

県型
N＝239

中核市型
N＝48

指定都市型
N＝21

アルコール問題について 43(18.0) 14(29.2) 6(28.6)

思春期精神保健について 43(18.0) 13(27.1) 2( 9.5)

ひきこもりについて 39(16.3) 9(18.8) 1( 4.8)

認知症について 24(10.0) 10(20.8) 1( 4.8)

薬物乱用・依存について 12( 5.0) 6(12.5) 1( 4.8)

社会復帰について 8( 3.3) 2( 4.2) 1( 4.8)

表 社会復帰および自立と社会参加への支援を実

施している保健所の割合

県型
N＝239

中核市型
N＝48

指定都市型
N＝21

精神保健のグループワーク
（週 1 回以上あるいはそれ
よりも少ない頻度で実施)

75(31.4) 27(56.3) 8(38.1)

自立支援法関連施設・
サービスへの指導監督 73(30.5) 5(10.4) 5(23.8)

精神障害者保健福祉手帳
の申請方法の周知のため
の取組

27(11.3) 24(50.0) 7(33.3)

精神障害者保健福祉手帳
に基づく福祉サービス拡
充のための取組

25(10.5) 10(20.8) 4(19.0)

表 精神保健福祉法第34条の実績の平均値注1)

県型
N＝239
M(SD)

中核市型
N＝48
M(SD)

指定都市型
N＝21
M(SD)

措置入院のため
の移送

事前調査
の件数 2.04(4.98) 0.21(1.30) 4.90(9.31)

移送への
立会件数 1.79(4.21) 0.42(1.92) 4.10(8.84)

医療保護入院お
よび応急入院の
ための移送

事前調査
の件数 0.31(2.00) 0.04(0.20) 0.19(0.51)

移送への
立会件数 0.29(2.00) 0.02(0.14) 0.14(0.48)

注 1) 平成23年 4 月 1 日から 9 月30日までの 6 か月間の件数

である
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合は，県型63か所（26.4），中核市型10か所

（20.8），指定都市型 6 か所（28.6）であった。

4) 組織育成のための助言指導の機会

組織育成のための助言指導の機会の頻度を図 1 に

示す（「平均して週 1 回以上の機会がある」を「平

均して月 1 回以上の機会がある」に計上して集計）。

助言指導の機会がある割合は精神障害者家族会の割

合が高かった（県型85.7，中核市型87.6，指定

都市型66.7）。一方で，精神障害者就労支援のた

めの職親会に対する助言指導の機会の割合は低かっ

た（県型16.8，中核市型12.5，指定都市型

28.6）。なお助言指導の頻度は，年数回程度が多

かった。

5) 精神保健福祉相談

保健所職員による面接相談は，県型，中核市型，

指定都市型とも「随時実施」が最も多く，それぞれ

233か所（97.5），43か所（89.6），18か所（85.7）

であった。また，精神科嘱託医による面接相談は

「定期的に実施」が最も多く，それぞれ208か所

（87.0），43か所（89.6），16か所（76.2）であ

った。

専門相談日のある保健所の割合を表 4 に示す。定

期的な専門相談日の実施はアルコール問題が最も高

く，県型 43 か所（ 18.0 ），中核市型 14 か所

（29.2），指定都市型 6 か所（28.6）であって，

思春期精神保健，ひきこもりが次いで多かった。最

も低かったのは社会復帰で，県型 8 か所（3.3），

中核市型 2 か所（4.2），指定都市型 1 か所（4.8）

であった。

6) 訪問指導

保健所職員による訪問指導を「担当職員一人当た

り週 1 日もしくはそれ以上行っている」と回答した

のは，県型86か所（36.0），中核市型27か所

（56.3），指定都市型 8 か所（38.1）であった。

それよりも少ない頻度で実施していると回答したの

は，県型 150か所（ 62.8），中核市型 19か所

（39.6），指定都市型 9 か所（42.9）であった。

7) 社会復帰および自立と社会参加への支援

社会復帰および自立と社会参加への支援の実施状

況を表 5 に示す。精神保健のグループワークは，中

核市型において半数以上の27か所（56.3）が実施

していたが，県型および指定都市型では実施してい

る保健所の割合が低くなっていた（県型31.4，指

定都市型38.1）。

精神障害者保健福祉手帳の申請方法の周知のため

の取組は，中核市型の半数が取組んでいたが，県型

では 27か所（ 11.3），指定都市型では 7 か所

（33.3）であった。自立支援法関連施設・サービ

スへの指導監督，精神障害者精神保健福祉手帳に基

づく福祉サービス拡充のための取組は，各型の保健

所において「なし」の割合が高かった。

8) 入院および通院医療関係事務

平成23年 4 月 1 日から 9 月30日までの 6 か月間に

おける実績を表 6 に示す。各保健所の参画状況は，

措置入院の移送に関しては，事前調査および立会件

数は，各型の保健所において半年間で平均 5 件未満

であった。また，医療保護入院および応急入院の移

送に関しては，どちらも各型において半年間で平均

1 件未満であった。

精神科病院に対する指導監督では，精神保健福祉
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図 県型保健所における市町村との協力および連携の主たる内容（複数回答）

図 県型保健所における市町村との協力および連携の主たる領域・対象（複数回答）
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法に基づく実地指導を実施しているのは，県型117
か所（49.0），中核市型 3 か所（6.3），指定都

市型 6 か所（28.6）であった。また，実地指導に

参画しているのは，県型90か所（37.7），中核市

型12か所（25.0），指定都市型 7 か所（33.3）

であった。精神保健福祉法に基づく実地審査を実施

しているのは，県型110か所（46.0），中核市型 3
か所（6.3），指定都市型 4 か所（19.0）であっ

た。また，実地審査に参画しているのは，県型70か
所（29.3），中核市型 7 か所（14.6），指定都市

型 7 か所（33.3）であった。

. 市町村への協力および連携

県型保健所における市町村への協力および連携に

記載のあった市町村1,006か所における主たる内容

を図 2 に示す（複数回答）。精神保健福祉相談・訪

問指導（83.5）が最も高く，次いで精神保健福祉

の課題や業務の方向性の検討（44.6），事例検討

会（42.0）が高かった。主たる領域・対象を図 3
に示す（複数回答）。対応困難事例（84.8）が最

も高く，次いで社会復帰・地域移行（59.5），自

殺対策（44.2）が高かった。

 考 察

. 精神保健福祉に関わる担当課と職員配置

4 割以上の県型保健所で，精神保健福祉法の担当

課と障害者自立支援法の担当課が別であった。運営
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要領では，精神保健福祉に関する業務は原則として

単一の課において取り扱うものとされているが，障

害者自立支援法の成立によって，これまで精神保健

福祉法に規定されていた精神障害者の福祉に関する

事項が，身体障害，知的障害とともに障害者福祉と

して，障害者自立支援法の事務を担当する課に集約

された可能性がある。

職員配置をみると，精神保健福祉業務を担う主た

る職種は保健師・看護師であって，県型保健所で

は，中核市型，指定都市型保健所に比べて少ない傾

向が示唆された。同様の傾向は，平成21年度地域保

健総合推進事業「保健所の有する機能，健康課題に

対する役割に関する研究報告書｣8)でも示されてい

るが，本研究では管内人口と管内面積に関する情報

が含まれていないため，その解釈には十分な注意が

必要である。

. 精神保健福祉業務

精神保健福祉業務における保有する管内の資料で

は，障害者自立支援法の障害福祉サービスについて

の精神障害者の利用実数についての資料を保有して

いた県型保健所は約 1 割であり，中核市型，指定都

市型保健所に比べて低かった。これには，障害者自

立支援法による障害者福祉サービスの実施主体が市

町村福祉部門であることが影響していると考えられ

た。また，管内住民の精神健康に関する調査結果を

有している保健所は各型保健所において 2 割台であ

った。これらの資料や情報は，地域精神保健福祉活

動の基盤となるものであり，市町村や関係諸機関と

の連携による情報共有と充実が望まれる。

組織育成のための助言指導では，精神障害者家族

会の育成支援の割合が最も高く，県型，中核市型，

指定都市型とも同様の傾向であった。次いで高かっ

たのは，アルコール・薬物依存症関連の自助グルー

プ，精神障害者の当事者団体の育成支援であった。

1965年の精神衛生法改正以降，保健所において患者

家族会や当事者団体の活動に対する支援が行われて

きたが，地域保健・健康増進事業報告9)からも明ら

かなように，保健所の精神保健福祉の組織育成支援

件数は減少しているものの，相対的には精神障害者

家族会の育成支援が上位にあったと考えられる。精

神保健福祉のニーズが多様化する中で，地域性を考

慮しつつも，組織・団体の育成支援の対象および方

法を明確にしていくことが必要と思われる。

精神保健福祉相談でほとんどの保健所が随時相談

に対応していた。定期的な専門相談日を設定してい

る割合は，中核市，指定都市型が県型に比べて高か

った。専門相談日に，アルコール問題，思春期精神

保健，ひきこもりが多く，社会復帰が少ないことに

は，障害者自立支援法の成立の影響と，地域におけ

る精神保健福祉のニーズの変化が影響していると考

えられた。

訪問指導を「ほとんど実施していない」，「実施し

ていない」割合が，指定都市型で 2 割近くになって

いた。この理由として，保健所と保健センター等で

役割分担がなされ，訪問指導については保健セン

ター等の役割に位置づけられている可能性がある。

精神保健のグループワークを実施していない保健

所は，県型と指定都市型で 6 割を超えており，中核

市型でも 4 割を超えていた。かつて保健所は，1975
年の「精神障害者社会復帰相談事業」をもとに，精

神障害者デイケア，グループワークの提供に大きな

役割を担ってきた。保健所デイケアの実施状況を調

査した植村らの報告10)には，精神障害者を取り巻く

法律が整備されたことや，保健所以外のデイケア実

施施設や共同作業所等の社会資源が充実してきたこ

と，障害者自立支援法等に伴い，保健所デイケア，

グループワークの実施割合は大きく減少しているこ

とが示されている。本調査では，精神保健のグルー

プワークという言葉を用いて，従来の保健所デイケ

アに限らず，地域に適切な支援の場のないひきこも

り，発達障害などを対象にしたグループワークも含

めた回答を得ていることに注意したい。

精神科病院に対する指導監督，精神保健福祉法に

基づく実地審査については，都道府県知事・政令指

定都市市長の権限とされているが，保健所長に権限

委譲されているものや，権限委譲がなくてもそれに

参画している保健所が少なくないことが分かった。

中核市市長への権限委譲の有無を含めて，保健所に

おける実地指導・実地審査の実施・参画についての

更なる実態把握が望まれる。

県型保健所における市町村への協力および連携で

は，精神保健福祉相談・訪問指導，精神保健福祉の

課題や業務の方向性の検討，事例検討会が大きな比

重を占めていた。また，主たる領域・対象では対応

困難事例，地域移行・社会復帰，自殺対策が大きな

割合を占めていた。こうした領域・対象における，

保健所に対する市町村の期待の大きさが改めて浮き

彫りになるとともに，市町村へのそうした支援を一

層充実させていくことの必要性が示唆された。全国

保健所長会は，保健所はとくに医療行政を中核的に

担いながら，保健福祉を担う市町村と協同していく

といった重層的な関係を再構築していくことが地域

保健の充実強化に必要であると提言している11)。こ

れらが保健所と市町村との連携の構築およびその発

展の好事例，すなわち保健所による医療面を中心と

したサービスと市町村が担う保健福祉サービスが一
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体となった利用者本位のサービスを提供することが

できる地域ケア体制11)を示す可能性がある。

. 本研究の限界とまとめ

本研究には複数の限界がある。まず，調査項目が

運営要領に記載されていることを網羅していないこ

とである。次に，管内面積や管内人口に関する情報

を含んでいないため，保健所型間における比較の解

釈に注意を要することである。とくに本研究では

「精神保健福祉業務を主としている」職員数につい

て，担当業務の概ね 3/4 以上が精神保健福祉業務に

当たる者として，医師（精神保健福祉担当），保健

師・看護師，精神保健福祉士，臨床心理技術者，事

務職員，上記以外の区分で回答を求めた。その結

果，「1」以上の人数のないところは「0」の記載の

ないままの空欄で回答しているケースが多く，デー

タクリーニング上，空欄は「0」として扱わざるを

得なかった。また，担当業務の概ね 3/4 以上が精神

保健福祉業務に当たる職員数の回答を求めた結果，

業務の多くが精神保健福祉業務であっても，それが

4 分の 3 を超えない限り報告されないことになり，

実際に現場で従事している職員数よりも低くカウン

トされる可能性がある。

そして，何より重要なことは，現在の運営要領は

「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営

要領」となっているにも関わらず，本報告には市町

村を対象にした調査結果が含まれていないことであ

る（筆者らは市町村を対象とした調査も実施してお

り，別途報告の予定である）。しかしながら，本調

査の回答率は 6 割であって，結果の一般化は慎重に

行わなければならないものの，保健所における精神

保健福祉業務の現状と課題を検討する資料としては

十分役に立つものと考える。

さて，現在の運営要領は，「精神保健福祉センター

運営要領」とともに，1965年の精神衛生法改正にお

いて保健所が精神衛生行政の第一線に位置づけられ

た時に設けられたものを原型として，精神保健福祉

法改正，障害者自立支援法等に対応して改訂がなさ

れてきたが，障害者自立支援法の成立後の業務実態

は大きく変わっている。また，医療計画の記載事項

に精神疾患が挙げられたことも今後影響を及ぼして

いくであろう。さらに，地域保健対策の推進に関す

る基本的な指針改訂では，介護および福祉等の施策

との調整についても積極的な役割を果たすことが求

められている12)。今後，業務運営要領の改訂を検討

するに当たっては，国民の精神保健福祉ニーズの変

化とそれに対応した政策対応を踏まえた運営要領の

改訂が望まれる。

 結 語

全国の保健所における精神保健福祉業務の実態を

把握し，運営要領の改訂に向けて基礎資料を得るこ

とを目的に，全国の保健所495か所を対象に郵送に

よる質問紙調査を行い308か所の保健所から回答を

得た。障害者自立支援法，自殺対策基本法の成立な

ど，近年の法制度の整備とともに，保健所の精神保

健福祉業務の実施体制と業務内容に変化が起こって

いる可能性が示唆された。運営要領改訂に当たって

は，この点を考慮する必要があると考えられた。

本研究は平成23年度障害者総合福祉推進事業の「地域

精神保健福祉活動における保健所機能強化ガイドライン

の作成」におけるワーキンググループの一つとして実施

し，本調査の他に市区町村，地域精神保健福祉活動に関

係する団体にも調査を行った。

調査にご協力いただきました保健所，市区町村，精神

保健福祉センター，各団体の皆様に感謝申し上げます。

また，ワーキンググループでご協力いただいた千葉県精

神保健福祉センター審査課 金田一正史様，全国精神保

健福祉センター長会会長・岡山県精神保健福祉センター

所長（当時）藤田健三様，清泉女学院大学・清泉女学院

短期大学学長 吉川武彦様に深謝申し上げます。
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